
 
 
 
A９ これまでの治水対策は、雨水を川に集めて、早く安全に流すことが基本でした。しかし、

都市化の進展に伴う流出量の増大、近年頻発する集中豪雨による危険性の拡大等により従

来の河川改修による対応では限界がみられます。今後は川の中の対策だけでなく、図１に

示すように、市、県（河川管理者）及び民間が一体となった治水対策が必要であり、これ

を総合的な治水対策と呼んでいます。 
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Q９ 総合的な治水対策とはどの様な対策で誰が実施するのか？ 

図１ 総合的な治水対策の体系の例 


